
鳥栖市国民保護計画の概要 

 

 鳥栖市の国民の保護に関する計画（以下「市国民保護計画」という。）の作成にあたって

は、国民保護法（以下「法」という。）、その他法令、国民の保護に関する基本指針（以下

「基本指針」という。）を踏まえ、下記の「計画作成にあたっての基本的考え方」に基づき

作成したものである。 

 

１ 計画作成にあたっての基本的考え方  
 

（１）基本的人権等への配慮 

事態対処法第３条第４項、法第５条及び基本指針において、「基本的人権の尊重」 

が規定されているため、本計画の根幹として位置付けている。 

また、高齢者や障害者等への配慮事項についても記述した。 
 

（２）佐賀県国民保護計画との整合性の確保 

法第３５条第１項の規定に基づき、佐賀県の国民の保護に関する計画（以下「県 

国民保護計画」という。）との整合性の確保に特に留意した。 
 

 （３）地域防災計画との整合性の確保 

    自然災害と武力攻撃等災害とで、指示系統に混乱を生じないよう、市対策本部の 

構成、職員の参集及び通信手段等については、本市地域防災計画との整合性を確保 

した。 

 （４）関係機関の連携体制の整備 

    国民保護措置を実施する上では、関係機関との連携・協力が必要不可欠であるた

め、国、県及び近隣市町はもちろんのこと、指定公共機関、指定地方公共機関等と

の連携体制について明確に記述した。 

 

２ 市国民保護計画の位置付け  
 

 

法第３５条第１項の規定に基づき、県国民保計画に基づき、市国民保護計画を作成した。 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

【指定公共機関】 
国民保護業務計画 

【佐賀県】 

国民保護計画 

【指定地方公共機関】 
国民保護業務計画 

【鳥栖市】 
国民保護計画 

【指定行政機関】 
国民保護計画 

【指定地方行政機関】 
 

【国(政府)】 
基本指針 
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第１編 総 論 
 

第 1章 市の責務、計画の位置付け、構成等・・・Ｐ１～３ 

○ 市の責務 

市は、法、その他法令、基本指針、県国民保護計画及び市国民保護計画に基づき、

国民の協力を得つつ、他の機関と連携協力し、自ら国民保護措置を的確かつ迅速に実

施し、その区域において関係機関が実施する国民保護措置を総合的に推進する。 
 

 

 ○ 市国民保護計画の構成 

市国民保護計画は、以下の各編により構成する。 

    第１編 総論 
    第２編 平素からの備えや予防 

第３編 武力攻撃事態等への対処 
第４編 復旧等 
第５編 緊急対処事態における対処 

 
第２章 国民保護措置に関する基本方針・・・Ｐ４～５ 

国民保護措置を的確かつ迅速に実施するために、特に留意すべき事項について次の 

とおり定める。 
 

（１） 基本的人権の尊重 

（２） 国民の権利利益の迅速な救済 

 （３）国民に対する情報提供 

 （４）関係機関相互の連携協力の確保 

 （５）国民の協力 

 （６）日本赤十字社その他の指定公共機関及び指定地方公共機関の自主性の尊重 

（７）放送事業者の表現の自由への配慮 

 （８）高齢者、障害者等への配慮及び国際人道法の的確な実施 

 （９）国民保護措置に従事する者等の安全の確保 

 

第３章 市の地理的、社会的特徴・・・Ｐ６～８ 

国民保護措置を適切に実施するためには、本市の地理的、社会的特徴について把握

することが必要であるため、地形、気候、人口分布等を記述する。 

 

第４章 関係機関の事務又は業務の大綱等・・・Ｐ９～１２ 

 国民保護措置の実施に当たり関係機関と円滑に連携するため、関係機関の果たすべ

き役割等をあらかじめ把握し、関係機関の事務又は業務の大綱等について定める。 
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国民の保護に関する措置の仕組み

国 （対策本部）

・警報の発令

都道府県（対策本部） 市町村（対策本部）

・警報の市町村への通知

・避難住民の誘導

消防等を指揮、警察・自
衛隊等に誘導を要請

・救援

是正

是正

・避難の指示

（避難経路、交通手段等）

指示
・武力攻撃災害の防御

・応急措置の実施

・救援に協力

・応急措置の実施
・大規模又は特殊な武力攻撃災害
（ＮＢＣ攻撃等）への対処

総合調整の要請

・避難措置の指示

（要避難地域、避難先地域等）

・武力攻撃災害への対処の指示

・救援の指示

・消防

措置の実施要請

総合調整の要請

措置の実施要請

・警報の伝達

・避難の指示の伝達

総合調整総合調整
・対策本部における
総合調整

・対策本部における
総合調整

・対策本部における
総合調整

指示

指示

指示

・生活関連等施設の安全確保

避

難

救

援

武
力
攻
撃
災
害
へ
の
対
処

・国民生活の安定

指定公共機関
指定地方公共機関

・放送事業者による警報等の放送 ・日本赤十字社による救援への協力

・運送事業者による住民・物資の運送 ・電気・ガス等の安定的な供給

警戒区域の設定・退避の指示警戒区域の設定・退避の指示

・緊急通報の発令

・ 食品、生活必需品等
の給与

・ 収容施設の供与

・ 医療の提供 等

住

民

（協

力
）

国、地方公共団体、指定公共機関等が相互に連携  

 

第５章 市国民保護計画が対象とする事態・・・Ｐ１３～１５ 

   市国民保護計画においては、県国民保護計画において想定されている武力攻撃事態

及び緊急対処事態を対象とする。 
 

○ 武力攻撃事態 

 ①着上陸侵攻 ②ゲリラや特殊部隊による攻撃 ③弾道ミサイル攻撃 ④航空攻撃 
 

 

 ○ 緊急対処事態 

①攻撃対象施設等による分類（危険物質を有する施設／大規模集客施設） 

 ②攻撃手段による分類（多数の人を殺傷する物質／航空機等の交通機関） 

 

 

第２編 平素からの備えや予防 

 

第 1章 組織・体制の整備等・・・Ｐ１６～３３ 

○ 市における組織・体制の整備 

国民保護措置を迅速かつ的確に実施するためには、国民保護措置の実施に必要な組

織及び体制、職員の配置及び服務基準等の整備を図る必要があることから、各部等に

おける平素の業務、職員の参集基準等について定める。 
 

○ 関係機関との連携体制の整備 

  国民保護措置を実施するに当たり、国、県、他の市町村、指定公共機関、指定地方 
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公共機関その他の関係機関と相互に連携協力することが必要不可欠であるため、関係 
機関との連携体制整備のあり方について定める。 

 

 ○ 通信の確保 

   国民保護措置を的確かつ迅速に実施するためには、通信の確保が重要であることか

ら、非常通信体制の整備等について定める。 
 

 ○ 情報収集・提供等の体制整備 

   国民保護措置に関する情報提供、警報の内容の通知及び伝達、被災情報の収集・報

告、安否情報の収集・整理等を行うため、情報収集・提供等の体制整備のために必要

な事項について定める。 

 
第２章 避難、救援及び武力攻撃災害への対処に関する平素からの備え・・Ｐ３４～３７ 

○ 避難に関する基本的事項 

迅速に避難住民の誘導を行うことができるよう、住宅地図、道路網のリスト、避難

施設等のリスト等必要な基礎的資料を準備する。 
 

 

 ○ 救援に関する基本的事項 

県と連携して、救援に関する事務を行うために必要な資料を準備するとともに、避 
難に関する平素の取組みと並行して、関係機関との連携体制を確保する。 

 

 

 ○ 避難施設の指定への協力 

県が行う避難施設の指定に際しては、必要な情報を提供するなど県に協力する。 
 
第３章 物資及び資材の備蓄、整備・・・Ｐ３８・３９ 

 ○ 市における備蓄 

   国民保護措置の実施に必要な物資や資材については、防災の物資や資材と共通する

ものが多いことから、原則として防災のための整備と相互に兼ねる。 
  

 ○ 市が管理する施設及び設備の整備及び点検等 
   国民保護措置の実施を念頭におきながら、施設及び設備の整備、点検を行う。 

   また、被害の復旧のための各種資料の整備に努める。 

 

第４章 国民保護に関する啓発・・・Ｐ４０ 

   国及び県と連携しつつ、住民に対し、広報誌等の各種媒体を活用した国民保護措置

に関する啓発を行う。 

 

 

第３編 武力攻撃事態等への対処 

 

第 1章 初動体制の確立・・・Ｐ４１～４９ 

 ○ 国民保護対策本部前における初動体制 

市民や職員からの情報により負傷者や救助を要する者が発生した場合等の事案の発
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生を把握した場合においては、市として的確かつ迅速に対処するため、被害の程度や段

階に応じ、「緊急事態情報連絡室」、「緊急事態警戒本部」、「緊急事態対策本部」を設置

して対処する。 
  

 ○ 国民保護対策本部への移行 

   政府において事態認定が行われ、市に対し、市対策本部を設置すべき市の指定の通

知があった場合については、直ちに市対策本部を設置して新たな体制に移行する。 
 

【 市の初動体制 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊
急
事
態
対
策
本
部 

緊
急
事
態
警
戒
本
部 
緊
急
事
態
情
報
連
絡
室 

○ 武力攻撃等の兆候に関する情報があり、県内に被害が発

生するおそれがある事態 

○ 中国・四国地方の各県に対して、政府による国民保護対

策本部を設置すべき旨の通知が行われた事態（自動設置）

○ 県が緊急事態警戒本部を設置した場合 （自動設置） 

○ その他、総務部長が設置の必要があると認めた事態 

○ 武力攻撃等の兆候に関する情報があり、他の都道府県に

被害が発生するおそれがある場合 

○ 九州･中国・四国地方の各県を除く都道府県に対して、

政府による国民保護対策本部を設置すべき旨の通知が行

われた事態（自動設置） 

○ 県が緊急事態情報連絡室を設置した場合  （自動設置）

○ その他、総務課長が設置の必要があると認めた事態 

○ 県内で、多くの負傷者や救助を要する者が発生したり、

建造物が破壊される等の具体的な被害が発生した事態 

○ 九州地方の他の県に対して、政府による国民保護対策本

部を設置すべき旨の通知が行われた事態  （自動設置） 

○ 県が緊急事態対策本部を設置した場合  （自動設置） 

○ その他、市長が設置の必要があると認めた事態 

市
対
策
本
部
を
設
置
す
べ
き
旨
の
通
知

鳥
栖
市
国
民
保
護
対
策
本
部
へ
移
行 

県 消防機関 警察 自衛隊

 
-

情報の収集･分析、支援の要請 
 

 5 -
他の市町村 
その他関係機関 



第２章 市対策本部の設置等・・・Ｐ５０～６８ 

 ○ 市対策本部の設置 

   内閣総理大臣から、総務大臣（消防庁）及び知事を通じて市対策本部を設置すべき

市の指定の通知を受けたときは、市役所２階第１会議室に、市長を本部長とする、市

対策本部を設置する。 
  

 ○ 市現地対策本部の設置 

   被災現地における国民保護措置の的確かつ迅速な実施並びに国、県等の対策本部と

の連絡及び調整等のため現地における対策が必要であると認めるときは市対策本部の

事務の一部を行うため、市現地対策本部を設置する。 
  

 ○ 現地調整所の設置 

現場における関係機関の活動を円滑に調整する必要があるときは、現地調整所を設

置し、関係機関との情報共有及び活動調整を行う。 
 

市
現
地
対
策
本
部

現 地 調 整 所

○ 各 機 関 の 機 能 や 能 力 （ 人 員 、 装 備 等 ） に 応 じ て 次 の 活 動 が
効 果 的 に 行 わ れ る よ う 調 整 す る 。
・ 消 火 ・ 救 助 ・ 救 急 ・ 交 通 の 規 制 ・ 原 因 物 質 の 除 去 、 除 染 等
○ 各 機 関 の 連 携 体 制 を 構 築 す る 。
○ 相 互 の 情 報 に よ り 、 必 要 な 警 戒 区 域 を 設 定 す る 。
○ 情 報 共 有 す る も の の う ち 、 特 に 活 動 す る 隊 員 の 安 全 に 関 す

る 情 報 は 、 常 に 最 新 の も の と な る よ う 努 め る 。

・ 国 、 県 等 か ら 提 供 さ れ た 情 報 の 伝 達
・ 現 地 調 整 所 へ の 職 員 派 遣

・ 情 報 の 共 有
・ 活 動 内 容 の 調 整

消 防 機 関
医 療 機 関

自 衛 隊

警 察 署

県

市

対

策

本

部

・ 現 地 の 対 応 状 況 の 報 告
・ 関 係 機 関 か ら 入 手 し た 情 報 の 報 告

市

指 定 地 方 行 政 機 関

指 定 公 共 機 関

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ○ 通信の確保 

   携帯電話、移動系防災行政無線等の移動系通信回線若しくは、インターネット、Ｌ

ＧＷＡＮ（総合行政ネットワーク）、FAX、防災行政無線等の固定系通信回線の利用又

は臨時回線の設定等により、市対策本部と市現地対策本部、現地調整所、避難先地域

等との間で国民保護措置の実施に必要な情報通信手段を確保する。 

 

第３章 関係機関相互の連携・・・Ｐ６９～７２ 

   国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、国、県、他の市町村、指定公共機関

及び指定地方公共機関その他関係機関と相互に密接に連携する。 
   また、必要に応じて知事、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長等に対し措置

の要請を行う。 
 
第４章 警報及び避難の指示等・・・Ｐ７３～９２ 

 ○ 警報の伝達等 

   国の対策本部長が発令した警報が知事へ通知され、知事より警報の内容の通知を受

けた場合は、直ちにその内容を市民へ伝達する。また同時に、消防団、自治会、鳥栖

 
- 6 -



商工会議所及び社団法人鳥栖三養基医師会等の関係団体へ伝達する。 
  

 ○ 避難実施要領の策定 

知事からの避難の指示の通知を受けた場合は、関係機関の意見を聴いた上で、避難の

指示の内容に応じた避難実施要領を迅速に策定する。 
  

  【避難実施要領に定める事項】 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

(1) 避難の経路、避難の手段その他避難の方法に関する事項 

 （例：集合場所、集合時間、具体的な避難住民の運送手段や避難経路等） 
  

 (2) 避難住民の誘導の実施方法、避難住民の誘導に係る関係職員の配置その他避難住民の

誘導に関する事項 

 （例：職員の配置、職員間の連絡手段、関係機関との調整方法等） 
  

 (3) 避難の実施に関し必要な事項 

 （例：避難施設の名称･所在･連絡先等避難先地域の情報、携行品･服装等に関する注意事

項、追加情報の伝達方法等） 

  

 ○ 避難住民の誘導 

   避難実施要領で定めるところにより、市並びに消防本部及び消防団により、避難住

民を誘導する。その際、避難実施要領の内容に沿って、自治会、学校、事業所等を単

位として誘導を行う。 
   また、避難誘導を実施する際は次のことに留意する。 
  

    ◇ 関係機関との連携 
    ◇ 自主防災組織等に対する協力の要請 
    ◇ 誘導時における食品の給与等の実施や情報の提供 

    ◇ 災害時要援護者への配慮 

    ◇ 残留者への対応   

    ◇ 避難所等における安全確保等 

    ◇ 通行禁止措置の周知 

    ◇ 県に対する要請等 

    ◇ 避難住民の運送の求め等 

    ◇ 避難住民の復帰のための措置 

 
第５章 救援・・・Ｐ９３～９４ 

知事が、救援を迅速に行うために必要があると認め、知事から実施すべき措置の内 
容及び期間の通知があったときは、次に掲げる措置のうちで実施することとされた救

援に関する措置を関係機関の協力を得て行う。 
 
 
 
 
 

(1) 収容施設（応急仮設住宅を含む）の供与  (2) 食品・飲料水及び生活必需品等の給与又は貸与

(3) 医療の提供及び助産  (4) 被災者の捜索及び救出  (5) 埋葬及び火葬 

(6) 電話その他の通信設備の提供  (7) 武力攻撃災害を受けた住宅の応急修理 

(8) 学用品の給与  (9) 死体の捜索及び処理 

(10) 武力攻撃災害によって住居又はその周辺に運び込まれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障

を及ぼしているものの除去 
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第６章 安否情報の収集・提供・・・Ｐ９５～９９ 

安否情報の収集及び提供を行うに当たっては、他の国民保護措置の実施状況を勘案

の上、その緊急性や必要性を踏まえて行うものとし、安否情報の収集、整理及び報告

並びに照会への回答について必要な事項を定める。 
 

【 安否情報の収集、整理及び提供の流れ 】 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

市 長 

・住民基本台帳、外国人登

録原票等を参考に避難者

名簿等を作成するなどし

て、安否情報を収集･整理

《避難住民に関する情報（負傷した住民も同様）》 

① 氏名  ② フリガナ  ③ 出生の年月日  ④ 男女の別 ⑤ 住所  ⑥ 国籍 

⑦ 上記①～⑥のほか、個人を識別するための情報  ⑧ 負傷（疾病）の該当 

⑨ 負傷又は疾病の状況  ⑩ 現在の居所  ⑪ 連絡先その他必要情報 

⑫ 親族・同居者から照会があった場合、①～⑪の回答を希望するか否か（希望しない場合のみ記入） 

⑬ 知人からの照会があった場合①・⑦・⑧の回答を希望するか否か（希望しない場合のみ記入） 

⑭ ①～⑪を親族・同居者・知人以外の者からの照会に対する回答又は公表することについての同意 

  （同意する・同意しない のいずれかを選択して記入） 

《死亡した住民に関する情報》 

上記①～⑦の情報に加えて  ⑮ 死亡の日時、場所及び状況  ⑯ 遺体が安置されている場所 

⑰ 連絡先その他必要情報 

⑱ 上記を親族・同居者・知人以外の者からの照会に対する回答することへの同意 

（同意する・同意しない のいずれかを選択して記入）

【情報収集先】 

知 事 

・市町からの報告を受

け、安否情報を整理 
・必要に応じ情報収集 

総務大臣（消防庁） 

国  民 

回

答 

 
照

会 
回

答

 
照

会

回

答

回答に当たっては、個人情報の保護に特に配慮する。 

照会は、安否情報省令様式第４号による 

回答は、安否情報省令様式第５号による 

 
照

会 

日本赤十字社佐賀県支部から要請があったときは、その保有する外国人に対する安否情報を提供 

報告は、安否情報省令様式第３号による 

（原則電子メール。その他ＦＡＸ、電話等）

収集 

報告 報告 

収集 

・県からの報告を受け、

安否情報を整理 

その他関係

機関 
県警察 ・医療機関・諸学校・

大規模事業所 等 
消防機関 避難施設 

避難住民 
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第７章 武力攻撃災害への対処・・・Ｐ１００～１１４ 

 国や県等の関係機関と協力して、市の区域に係る武力攻撃災害への対処のために必 
要な措置を講ずる。 

  

 ○ 応急措置等 

市は、武力攻撃災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、特に必要 
があると認めるときは、住民に対し退避の指示を行う。 
また、住民の生命又は身体に対する危険を防止するため、特に必要があると認める 

  ときは、警戒区域の設定を行う。 
  

 ○ 生活関連等施設における災害への対処等 
   市内に所在する生活関連等施設や市が管理する施設について、国の方針に基づき、

関係機関と連携して必要な対処措置を講ずる。 
  

 ○ 武力攻撃原子力災害及びＮＢＣ攻撃による災害への対処等 
   ・玄海原子力発電所が武力攻撃を受けた場合は、関係機関と連携し、応急対策の実

施体制に万全を期すとともに、国の現地対策本部長が主導的に運営する「武力攻

撃原子力災害合同対策協議会」から積極的な情報収集に努め、同協議会から得た

情報を速やかに、関係機関及び市民へ提供する。 
   ・ＮＢＣ攻撃による災害への対処については、国による基本的な方針を踏まえた対

応を行うことを基本としつつ、必要に応じて退避の指示や警戒区域の設定等の応

急措置を実施する。 
 
第８章 被災情報の収集及び報告・・・Ｐ１１５～１１６ 

   電話、防災行政無線その他の通信手段により、武力攻撃災害が発生した日時及び場

所又は地域、発生した武力攻撃災害の状況の概要、人的及び物的被害の状況等の被災

情報について収集し、県への報告を行う。 
 
第９章 保健衛生の確保その他の措置・・・Ｐ１１７～１１８ 

   避難先地域における避難住民等についての状況等を把握し、その状況に応じて、地

域防災計画に準じ、保健衛生対策や防疫対策、食品衛生確保対策等の措置を実施する。 
 

第１０章 国民生活の安定に関する措置・・・Ｐ１１９ 

    避難住民等の生活安定のための措置や水の安定的な供給など生活基盤の確保を実

施する。 

 
第１１章 特殊標章等の交付及び管理・・・Ｐ１２０・１２１ 

  国の定める「赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用に関するガイドライ

ンに基づき、国民保護措置に従事する職員等に対し、特殊標章等を交付及び使用さ

せる。 
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第４編 復旧等 

 

第１章 応急の復旧・・・Ｐ１２２ 

武力攻撃災害による被害が発生した場合には、安全の確保に配慮した上で可能な限 
り速やかに、その管理する施設及び設備の被害状況について緊急点検を実施するとと 
もに、被害の拡大防止及び被災者の生活確保を最優先に応急の復旧を行う。 

 
第２章 武力攻撃災害の復旧・・・Ｐ１２３ 

武力攻撃災害が発生したときは、国において財政上の措置その他本格的な復旧に向 
  けた所要の法制が整備されるとともに、特に、大規模な武力攻撃災害が発生したとき 
は、本格的な復旧に向けての国全体としての方向性について速やかに検討することと 
されており、市は、武力攻撃災害の復旧について、国が示す方針にしたがって県と連

携して実施する。 
 

第３章 国民保護措置に要した費用の支弁等・・・Ｐ１２４・１２５ 

   国民保護措置の実施に要した費用で市が支弁したものについては、法により原則と

して国が負担することとされていることから、別途国が定めるところにより、国に対

し負担金の請求を行う。 

 

 

第５編 緊急対処事態への対処  

 

 ○ 緊急対処事態・・・Ｐ１２６ 

緊急対処事態は、原則として、武力攻撃事態等におけるゲリラや特殊部隊による攻

撃等と類似の事態が想定されることから、緊急対処事態対策本部の設置や緊急対処保

護措置の実施などの緊急対処事態への対処については、警報の通知及び伝達を除き、

武力攻撃事態等への対処に準じて行う。 
 

 ○ 緊急対処事態における警報の通知及び伝達・・・Ｐ１２６ 

緊急対処事態においては、国の対策本部長により、攻撃の被害又はその影響の及ぶ 
範囲を勘案して、警報の内容の通知・伝達の対象となる地域の範囲が決定されること 
から、緊急対処事態における警報については、その内容を通知及び伝達の対象となる

地域を管轄する機関及び当該地域に所在する施設の管理者等に対し、通知及び伝達を

行う。 
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